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株主各位

証券コード　３７１９

令和５年３月15日

株 主 各 位
東京都千代田区神田錦町三丁目 1 7番地 1 1

株 式 会 社 ジ ェ ク シ ー ド
代表取締役 新 井 　 良

第59期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第59期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通

知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報

（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット

上の以下のウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイト

にアクセスの上、ご確認いただけますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

https://gexeed.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR 

information」「IRライブラリー」「株主総会関連お知らせ」を順に選

択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/3719/teiji/

　なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行

使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決

権を行使していただけますようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

　同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、令和５

年３月29日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送下さい。

[インターネットによる議決権行使の場合]

　 当 社 指 定 の 議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト(https://gexeed.premium-

yutaiclub.jp/)にアクセスしていただき、令和５年３月29日（水曜日）午後

５時30分までに、各議案に対する賛否をご入力下さい。
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株主各位

１．日 時 令和５年３月30日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区一ツ橋二丁目６番２号

日本教育会館　７階　707号会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。）

３．目的事項

報 告 事 項 第59期（令和４年１月１日から令和４年12月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 定款の一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、

議案の賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り

扱いいたします。

(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行わ

れた議決権行使を有効のものとしてお取り扱いいたします。

(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合

は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なもの

としてお取り扱いいたします。

(4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方

１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を

証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承下さい。

　なお、インターネットによる議決権行使については、後記31頁に記載の＜

電子議決権行使に関するご注意事項＞をご確認いただけますようお願い申し

上げます。

敬　具

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

下さいますようお願い申し上げます。

　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ

イトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

（ 令和４年１月１日から
令和４年12月31日まで ）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス新規感染者数が減少に転じ、

徐々に社会経済活動の制限が緩和され、緩やかではありますが回復に向けた動きが表れ

ている一方、ロシア・ウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰、各国の金融政策に

伴う不安定な為替相場や物価上昇など国内外の経済に大きな影響を与えており、不透明

かつ不安定な状況が続いております。このような環境のもと、各企業は様々な対抗策を

講じ、企業価値向上を目指していくとみられており、企業のデジタル変革（ＤＸ）やテ

レワークの推進に導入コストを抑えられるクラウドＥＲＰの需要が拡大しております。

このような状況の中、当事業年度の売上高は、642,513千円（前事業年度比

133.8％）、営業利益は23,910千円（前事業年度は63,695千円の営業損失）、経常利益

は23,867千円（前事業年度は63,982千円の経常損失）、当期純利益は14,711千円（前事

業年度は129,416千円の当期純損失）となりました。

なお、連結子会社であった株式会社ＸＹＥＥＤの重要性が乏しくなったことにより、

連結の範囲から除外したため、当事業年度より連結計算書類を作成しておりません。同

社は令和４年６月に清算結了しております。

当事業年度において、案件獲得状況は、オラクル社のNetSuiteの導入支援に関連する

新規受注及びJD Edwardsのバージョンアップに関連する大型案件等により順調に推移し

ました。業績においては、令和４年12月検収を予定していた案件（約800万円）の検収

が令和５年１月にずれ込んでしまったために、業績予想値を売上高、営業利益、経常利

益、当期利益において下回る結果となりましたが、事業構造の改革を実施し、業務効率

化を図り製造原価及び販売管理費を圧縮したことにより、当期利益において黒字化を達

成することができました。

　なお、本年度は、経営基盤の再構築を更に進めるとともに、当社の既存事業領域に

隣接した事業領域での事業拡大及び非ＩＴ事業領域への進出等の検討を進め、積極的に

資本・業務提携やＭ＆Ａを進めてまいります。

　新型コロナウイルス感染症の拡大による政府のまん延防止等重点措置の発令以降、

当社におきましては、従業員の安全確保を 優先に考えテレワークを推奨しております

が、業務の遂行において支障は出ておりません。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

各分野別の状況は次の通りであります。

イ． 既存事業領域（業務コンサルティング）

当社の主要な事業分野である「ＥＲＰ コンサルティング」においては、JD Edwards

及びNetSuite関連の案件が増加しておりますが、リソース不足による機会損失が発生し

ており事業拡大のためのリソース確保が課題となっております。JD Edwardsは、10年後

に販売終了が予定されているため新規案件は無くなりましたが、既存顧客の現行システ

ム延命のため、バージョンアップやクラウド移行、ＷＥＢ受注系システムとの連携（Ｗ

ＥＢ ＡＰＩ）機能の追加など機能強化や法改正（インボイス制度）対応のための案件

も増加しております。NetSuiteに関しては、オラクル社、日本アイ・ビー・エム社の紹

介による新規案件が前事業年度の約２倍近くに急増しており、新規案件獲得のためにユ

ーザー複数社への提案活動を継続的に実施しております。本年度においては、NetSuite

事業本部を設立しコンサル数名の採用を行い、新規案件獲得を強化してまいります。ま

たＳＡＰやＩＦＳなどの他のＥＲＰ製品の取り扱いを増やし、受注を促進してまいる予

定です。

「人事コンサルティング」の分野においては、テレワークの推進によりタレントマネ

ジメント（人材の適材配置及び育成管理）の導入を検討する企業が増え提案件数が増え

ております。

ロ．自動化・効率化コンサルティング領域（ＲＰＡ、ＡＩ、ＤＸ等）

ＲＰＡ及びＡＩ領域においては、案件が減少傾向にあるため既存顧客への提案をパー

トナー中心に行い、当社の技術者は稼働の割合を減少させ、需要が拡大している既存事

業領域での稼働を優先させております。

ハ．Ｍ＆Ａ及び新規事業領域

既存事業領域における事業の拡大、非ＩＴ事業領域への進出に向けた検討、当社との

間でシナジーが期待できる企業との資本・業務提携等のＭ＆Ａの検討及び交渉を継続

し、Ｍ＆Ａや新規事業領域において具体的な進捗がみられ業績予想に影響が生じると判

断した場合には速やかに公表いたします。

二．その他

安定的な経営を継続するために、以下の取り組みを積極的に進めております。

１．ＩＴ未経験者の採用とコンサルタントへの育成

２. 即戦力となるコンサルタントの採用、外部コンサルタントとの協業

３．既存コンサルタントのスキルアップ及び多能化による収益率の改善

４．既存顧客向け付加価値サービスの開発と提案

５．既存サービスの拡張、既存パートナーとの関係強化

６．ＥＲＰコンサルティング事業強化のための営業力強化

７．非IT事業領域への進出検討

８．株主還元策の充実

② 設備投資の状況
　当事業年度において実施した主な設備投資はありません。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

区 分
第56期

(令和元年12月期)

第57期

(令和２年12月期)

第58期

(令和３年12月期)

第59期

(当事業年度)

(令和４年12月期)

売 上 高 (千円) 654,119 476,939 480,074 642,513

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 6,493 △85,519 △129,416 14,711

１ 株 当 た り
当期純利益又は
１ 株 当 た り
当期純損失(△)

(円) 0.35 △4.12 △5.77 0.64

総 資 産 (千円) 799,755 1,091,699 1,011,148 985,875

純 資 産 (千円) 649,203 840,170 850,582 856,194

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 32.98 38.44 36.82 37.06

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均

発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に

より算出しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況
該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
　当社では、継続的に収益を確保する仕組みを整備し事業の安定化を図るため、原点に

回帰しＥＲＰソリューションに関連するコンサルティングに経営資源を集中することで

業績の回復を達成することができました。本年度は、ＥＲＰソリューションに関連する

コンサルティングの拡大のみならず、非ＩＴ事業領域の進出検討も含めて更なる事業規

模の拡大を進めてまいります。

 ① 財務基盤の充実

　当社では、継続的に収益を確保する体制を維持しつつ、事業規模の拡大を実現するた

めの戦略的な投資を実行するため、機動的な増資や金融機関からの融資を活用してまい

ります。

 ② 短期間での業容の拡大

　当社では、短期間での業容の拡大を実現するために、当社との間でシナジーが見込め

る企業との資本・業務提携等を目的としたＭ＆Ａを行うとともに、業容拡大に必要な人

材の確保に取り組んでまいります。

 ③ 株主価値の創造

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営における重要課題の１つであると認識してお

ります。当社株式への投資の魅力をより一層高め中長期的に保有いただける株主様の増

加を図ることを目的として、株主優待制度があります。また、剰余金の配当（復配）を

早期に実施・継続していくとともに、経営方針や中長期的な企業価値向上に向けた取り

組みについて適切な情報を適時発信し、株主の皆様からのご意見を経営判断の参考とす

るための仕組みの構築に取り組んでまいります。

事  業  区  分 主 要 製 品

コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業
システムコンサルティング、ビジネスコンサルティ
ング、ＣＩＯ／ＣＭＯ支援、Ｗｅｂマーケティング
支援

(5) 主要な事業内容（令和４年12月31日現在）
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主要な営業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

本社 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11

(6) 主要な営業所（令和４年12月31日現在）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

28（1.4）名 ６名減（0.4名増） 41歳 8.4年

(7) 使用人の状況（令和４年12月31日現在）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 22,188千円

(8) 主要な借入先の状況（令和４年12月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　　該当事項はありません。
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株式の状況

(1)　発行可能株式総数 50,000,000株

(2)　発行済株式の総数 23,100,732株

(3)　株主数 4,181名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

GX PARTNERS CO., LIMITED 5,872千株 25.42%

INTERACTIVE BROKERS LLC 1,477千株 6.39%

岡 三 に い が た 証 券 株 式 会 社 1,233千株 5.33%

五 十 畑 　 輝 夫 944千株 4.08%

MONEX BOOM SECURITIES (H.K.) 
LIMITED－CLIENTS’ ACCOUNT

941千株 4.07%

V A L U E  C O N S U L T A N T  L I M I T E D 623千株 2.69%

BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. HONG 
KONG CLIENT ACCOUNT

455千株 1.97%

株 式 会 社 ゼ ッ ト 454千株 1.96%

西 村 文 雄 429千株 1.85%

楽 天 証 券 株 式 会 社 403千株 1.74%

２．株式の状況（令和４年12月31日現在）

(4)　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（237株）を控除して計算しております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

３．新株予約権等の状況
(1)　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(2)　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。

(3)　その他新株予約権等に関する重要事項

　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 新 井 　 良 社長執行役員

取締役 辛 　 澤 GX PARTNERS CO., LIMITED　代表取締役

取締役（社外） 松 田 　 華 織 株式会社Not　取締役

取締役（監査等委員・社外） 寺 尾 　 潔
株式会社E-FAS　代表取締役

辰巳監査法人　代表社員

取締役（監査等委員・社外） 大澤　健太郎 司法書士事務所ｱﾙﾌｧ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 代表司法書士

取締役（監査等委員・社外） 陸 　 敏
瑞龍バイオハイティック株式会社

管理部部長

４．会社役員の状況
(1)　取締役の状況（令和４年12月31日現在）

（注）１. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じ

た組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことか

ら、常勤の監査等委員を選定しておりません。

２. 当社は、東京証券取引所に対して、松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏及び陸敏

氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

３. 当社と松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏及び陸敏氏との間で会社法第423条第

１項の損害賠償責任について、会社法第425条第１項で定める最低責任限度額に限

定する契約を締結しております。

４. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役（当事業年度中に在任していた者を含

む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保

険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関

し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずること

のある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更

新しております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

氏名 退任日 退任亊由
退任時の地位・担当及び

重要な兼職の状況

石 川 　 祐 一 令和４年３月30日 任期満了
取締役（監査等委員・常勤）

(株)ＸＹＥＥＤ　監査役

宋 　 青 令和４年３月30日 任期満了
社外取締役（監査等委員）

太豊通商(株)　専務取締役

　なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合

は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けること

により、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講

じております。

　次回更新時には同内容での更新を予定しております。

５. 寺尾潔氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。

(2)事業年度中に退任した取締役

(3)　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、令和４年３月30日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の

内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合

していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本報酬に関する方針

株主総会で決議された報酬総額の範囲において、各取締役の個別の役員報酬は

「代表取締役に一任」して決定しております。

b. 報酬等の決定の委任に関する事項

取締役会は、代表取締役新井良氏に対し各取締役の個別の役員報酬の決定を委任

しております。委任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総

合的に勘案して評価を行うには、それらを最も良く把握している代表取締役が適

していると判断したためであります。

c. 上記のほか報酬等の決定に関する事項

該当事項はありません。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

区分

報酬等の総

額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭報

酬等

取締役（監査等委員を

除く）

（うち社外取締役）

15,960

（960）

15,960

（960）
－ －

３名

（１名）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

5,520

（4,320）

5,520

（4,320）
－ －

５名

（４名）

合計

（うち社外役員）

21,480

（5,280）

21,480

（5,280）
－ －

８名

（５名）

(4)　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１.上記には、令和４年３月30日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって退任し

た取締役２名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

２.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

３.取締役会は、代表取締役新井良に対し、各取締役の報酬の額の決定を委任してお

ります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門

についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

４.取締役の報酬限度額は、平成28年３月30日開催の第52期定時株主総会において、

取締役（監査等委員を除く）について年額200,000千円以内（ただし、使用人分

給与は含まない）、取締役（監査等委員）について年額50,000千円以内と決議い

ただいております。なお、当該株主総会終結時点での、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）の員数は３名、取締役（監査等委員）の員数は３名でありま

す。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

氏 名 重要な兼職の状況 当社と当該他の法人等との関係

松 田 華 織 株式会社Not　取締役 特別の関係はありません。

寺 尾 　 潔
株式会社E-FAS　代表取締役

辰巳監査法人　代表社員
特別の関係はありません。

大澤　健太郎 司法書士事務所ｱﾙﾌｧ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 代表司法書士 特別の関係はありません。

陸 　 敏
瑞龍バイオハイティック株式会社

管理部部長
特別の関係はありません。

活動状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要

取締役
松田　華織

　当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席
いたしました。取締役会において、その豊富な経営、事業
展開に関する経験から、出席の都度、発言・意見の表明等
が適宜行われております。

取締役（監査等委員）
寺尾　潔

　当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査
等委員会13回のうち13回に出席いたしました。取締役会に
おいて、その豊富な経営、財務会計に関する経験から、出
席の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交
換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っておりま
す。

取締役（監査等委員）
大澤　健太郎

　当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査
等委員会13回のうち13回に出席いたしました。取締役会に
おいて、その豊富な司法書士としての経験から、出席の都
度、発言・意見の表明等が適宜行われております。また、
監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、
専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
陸　敏

　就任以降当事業年度に開催された取締役会11回のうち11
回、監査等委員会10回のうち10回に出席いたしました。取
締役会において、その豊富な経営に関する経験から、出席
の都度、発言・意見の表明等が適宜行われております。ま
た、監査等委員会において、監査結果についての意見交換
等、適宜必要な発言を行っております。

(5)　社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

②当事業年度における主な活動状況

　（注）監査等委員である取締役陸敏氏は、令和４年３月30日開催の第58期定時株主総

会において新たに選任されたため、取締役会及び監査等委員会の開催回数が他

の取締役と異なります。
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会計監査人の状況

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,200千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

16,200千円

５．会計監査人の状況
(1)　会計監査人の名称

　フロンティア監査法人

(2)　会計監査人の報酬等の額

(注)１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額の区分をしておらず、実質的にも区分できないた

め、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3)　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。こ

の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にお

きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(4)　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人フロンティア監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任について、法令で定める最低責任限度額に限定する契約

を締結しております。
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業務の適正を確保するための体制

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の
概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

・企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、役

職員を対象とした行動指針として企業行動憲章を定め、周知徹底させる。

・コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リ

スク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の意思決定または取締役会に対する報告に関しては、文書管理規程等の社内規

程に従い適切に保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程を定め、リス

ク管理体制の構築及び運用を行う。

・各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスクマネジメント委

員会へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程を定め、リス

ク管理体制の構築及び運用を行う。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限

規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制
・当社における業務の適正を確保するため、当社グループ会社管理規程及びコンプライ

アンス・ポリシーを定め、コンプライアンス体制を構築する。

・リスクマネジメント委員会は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用す

る。
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業務の適正を確保するための体制

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の業務補助のため必要に応じて、スタッフを置くこととし、人事異動、

人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れ

があるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会

が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。また、前記

にかかわらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告

を求めることができることとする。

・内部通報制度を整備し、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査等

委員会への報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する。

⑧ その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制

・監査等委員会は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する

ため、必要に応じて事業部門会議その他の重要な会議等に出席し、取締役及び使用人に

その説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、意

思の疎通を図る。

・幅広く現場の意見を聴取し、当該意見をいち早く経営に反映させるため、月１回の経

営会議（構成員は執行役員、監査等委員、必要に応じて本部長）を開催する。

・監査等委員は職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該

職務の執行について生ずる費用または債務の処理の履行を保障される。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢

で臨み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、企業

行動憲章において、反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には一切応じないこ

とを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集

や役員・従業員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・取締役会

　取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要

な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び関連会社の業務執行の監督を行ってお

ります。なお、当社では、会社の戦略的かつ迅速な経営を実現し、競争力を維持・強化す

るために執行役員制を導入し、経営の意思決定・業務執行の監督（取締役会）と業務執行

（執行役員）を分離し役割分担の明確化を図っております。取締役会の意思決定を要する

重要事項については、経営会議及び各種会議で事前審議を行っております。

・監査等委員会

　監査等委員会は取締役（監査等委員）３名で構成され、毎月定例監査等委員会と必要に

応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行うこととしており

ます。委員長は、必要に応じて経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務遂

行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっ

ております。また、会計監査人との意見交換会を定期的に開催することとしております。

当社は、経営全般にわたり法令を遵守し、迅速かつ的確な意思決定と執行を図るととも

に、透明性を確保するために、このような体制を採用しております。なお、内部統制面に

ついては、事業活動における法令遵守、業務の適正性及び効率性を確保するため、内部監

査規程、コンプライアンス規程、行動基準などの社内規程類等の整備、運用に取り組んで

おります。また、内部監査を適正かつ円滑に実施するために、内部監査担当を設置してお

り、一定の基準に従って、審査等を行っております。内部監査担当は、実施した内部監査

の結果状況を監査等委員に報告する体制としております。監査等委員は、内部監査担当に

対して、必要な調査・報告を要請いたします。

・社外取締役

　当社の取締役（監査等委員を除く）１名及び取締役（監査等委員）３名が社外取締役で

あります。

　社外取締役は、取締役会に出席し、社外経験を活かした客観的な見地及び独立した立場

から他の取締役の監視監督を行っております。また、内部監査担当による報告や各種情報

を取締役会を通じ入手するとともに、必要があれば直接情報・意見の交換等を行い、監視

監督の質の向上を図っております。さらに、会計監査人から定期的に会計監査内容につい

ての報告を受け、意見交換を行うことで会計監査人との連携を図っております。

・内部監査の状況

　内部監査につきましては、代表取締役により管理本部に所属する従業員が指名され、内

部監査担当の業務として相互監査の方法により業務の監査を実行しております。内部監査

担当は監査等委員会とも協調した上で、年間監査計画に基づき関係諸法令や当社諸規程に

従い当社及び関連会社の監査・指導を行っております。
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貸借対照表

（令和４年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金　額 科 目 金　額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

未 収 入 金

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

  投 資 有 価 証 券

関 連 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金
　

836,885

748,477

77,239

2,363

6,220

3,051

△467

148,990

2,007

1,822

185

589

589

146,393

116,450

20,000

9,943
　

流 動 負 債 105,774

買 掛 金 19,031

１年内返済予定の長期借入金 22,188

未 払 金 5,535

未 払 費 用 8,625

未 払 法 人 税 等 13,242

未 払 消 費 税 等 11,767

預 り 金 7,397

前 受 金 686

賞 与 引 当 金 17,300

固 定 負 債 23,907

退 職 給 付 引 当 金 23,907

負 債 合 計 129,681

純 資 産 の 部

株 主 資 本 873,694

資 本 金 483,468

資 本 剰 余 金 583,436

資 本 準 備 金 583,436

利 益 剰 余 金 △193,180

利 益 準 備 金 550

そ の 他 利 益 剰 余 金 △193,730

繰 越 利 益 剰 余 金 △193,730

自 己 株 式 △29

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △17,500

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △17,500

純 資 産 合 計 856,194

資 産 合 計 985,875 負 債 ・ 純 資 産 合 計 985,875

貸　借　対　照　表

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 令和４年１月１日から
令和４年12月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 642,513

売 上 原 価 492,005

売 上 総 利 益 150,508

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 126,597

営 業 利 益 23,910

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

そ の 他 0 8

営 業 外 費 用

支 払 利 息 50 50

経 常 利 益 23,867

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 942 942

税 引 前 当 期 純 利 益 22,924

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,212 8,212

当 期 純 利 益 14,711

損　益　計　算　書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 18 －



2023/03/02 20:20:56 / 22941207_株式会社ジェクシード_招集通知_電子提供措置用

株主資本等変動計算書

（ 令和４年１月１日から
令和４年12月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越
利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 483,468 583,436 583,436 550 △208,442 △207,892

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 14,711 14,711

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － － － 14,711 14,711

当 期 末 残 高 483,468 583,436 583,436 550 △193,730 △193,180

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産

合 計自 己 株 式
株 主 資 本

合 計

その他有価証

券評価差額金

当 期 首 残 高 △29 858,982 △8,400 850,582

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 14,711 14,711

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ △9,100 △9,100

事 業 年 度 中 の

変 動 額 合 計
－ 14,711 △9,100 5,611

当 期 末 残 高 △29 873,694 △17,500 856,194

株主資本等変動計算書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表
（重要な会計方針に係る事項）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの　期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しており

ます。(評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)

　市場価格のない株式等　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
（2）棚卸資産

商品
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。
仕掛品
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建　物　　　　　　　８～15年
　工具器具備品　　　　４～10年

（2）無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年以内)に
基づく定額法、販売用ソフトウエアについては、見込有効期間（３年以内）に基づく償
却額と見込販売数量に基づく償却額のいずれか大きい額により償却しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

（2）賞与引当金
　当社は、従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上し
ております。

（3）退職給付引当金
　当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上
しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
　顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、取引対価につ
いては、履行義務を充足してから概ね３ケ月以内に受領しており、重要な金融要素は含ま
れておりません。

　ＩＴコンサルティング事業では、顧客に対するソフト開発等を行っております。これら

の取引では主に顧客との請負契約に基づき、情報システムの設計、開発や導入を支援する

－ 20 －



2023/03/02 20:20:56 / 22941207_株式会社ジェクシード_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

履行義務等を負っております。作業の進捗に伴って顧客に成果が移転し、一定の期間にわ

たり履行義務が充足されると判断される案件については、履行義務の充足に係る進捗度を

見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充

足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に占める発生原価の割合によるイン

プット法にて算出し、進捗度の合理的な見積もりができないものの、発生する費用を回収

することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。その他の案件

については、成果物の納品が完了し、顧客による検収が行われた時点で収益を認識してお

ります。

（会計方針の変更に関する注記）
（1）収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益
認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識することといたしました。これにより、従来、進捗部分について成果の確実性
が認められる案件については工事進行基準を、その他の案件については工事完成基準を適
用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する
場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間に
わたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、
各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づい
て行っております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場
合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな
会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、
当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残
高への影響もありません。

（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
　当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以
下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）第
44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度において、当該会計
方針の変更による影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等
に関する事項等の注記を行っております。

（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（追加情報）
（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期等を正確に予測することは困難な
状況ではありますが、現時点では会計上の見積りに与える影響は限定的であると考えており
ます。

－ 21 －



2023/03/02 20:20:56 / 22941207_株式会社ジェクシード_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

１．有形固定資産の減価償却累計額 12,744千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 23,100,732株 －株 －株 23,100,732株

合　　計 23,100,732株 －株 －株 23,100,732株

自 己 株 式 237株 －株 －株 237株

合　　計 237株 －株 －株 237株

なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、
財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

　　　上記減価償却累計額には、減損損失累計額1,695千円が含まれております。

　２．関係会社に対する金銭債権

　　　該当事項はありません。

（損益計算書に関する注記）

　関係会社との取引高
　　　該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の数に関する事項

２. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

３. 当事業年度末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）

の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

（税効果会計に関する注記）

　繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金、繰越欠損金などであ

り、評価性引当額を控除しております。

（持分法損益に関する注記）

関連会社に対する投資の金額              20,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額          15,128円

持分法を適用した場合の投資損失の金額       4,916円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金計画に基づき必要な資金を金融機関等からの借入、新株予約権及び新株の

発行により調達し、一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用することを基本とし

ております。デリバティブ取引については行っておりません。
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貸借対照表計上額 時価 差額

(1)投資有価証券

(2)敷金及び保証金

60,200

9,943

60,200

9,237

－

△705

資産計 70,143 69,437 △705

（２） 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証金

は当社の賃貸契約における敷金であり、賃借先の信用リスクに晒されておりますが、契約

締結時に必要な確認を実施し、当該リスクの低減を図っております。

　投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金及び未払金の支払期日は３ヶ月以内であります。借入金は主に営

業活動に係る資金調達を目的としたものであり、固定金利のため金利変動のリスクはあり

ません。預り金は、そのほとんどが社会保険料等の一時的な預り金であります。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程等に従い担当部門が取引先状況を確認し、取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握とリス

クの低減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は借入金等について、総額に対する変動金利での調達割合を抑制する管理方針

をとっております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管

理

　当社は資金繰計画を作成・更新し、適正な手許流動性を確保しております。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

令和４年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、市場価格のない株式等（注．参照）及び重要性が乏しいものは次表に

は含めておりません。

「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「１年内返済予定の長期借入金」、「未払

金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」及び「預り金」については、現金であること、

および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略

しております。

（単位：千円）
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個別注記表

区分 貸借対照表計上額

投資有価証券 56,250

関係会社株式 20,000

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式
60,200 － － 60,200

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 9,237 － 9,237

資産計 － 9,237 － 9,237

　注．市場価格のない株式等

（単位：千円）

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価

格より算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベル

に時価を分類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場会社は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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個別注記表

種　類
会社等の

名　称

議決権等の

所有（被所

有 ） 割 合

（％）

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

（千円）
科　目

期末残高

（千円）

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社

情報環境ソリュー

ションズ株式会社
－

業務委託契

約の締結

当社執行役

員が代表取

締役

売上高 42,973 売掛金 880

経費の立替 4,322 未収入金 551

外注費 22,131 買掛金 2,612

業務委託料 4,650 未払金 330

１．１株当たり純資産額 37円06銭

２．１株当たり当期純利益 0円64銭

敷金及び保証金

合理的に見積もった返還予定時期に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債の

利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

（関連当事者との取引に関する注記）

（１）関連会社等

　該当事項はありません。

（２）役員及び個人主要株主等

（注）１．取引条件については、双方交渉のうえ決定しております。

　　　２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が

　　　　　含まれております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）

　（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、コンサルディング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益

の区分は概ね単一であることから、記載を省略しております。

（2）顧客の契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記「収益及び費用の計上基準」に記載の通りで

あります。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 幸 雄

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 青 野 　 賢

独立監査人の監査報告書

令和５年２月20日

株式会社ジェクシード
取締役会　御中

フロンティア監査法人
東京都品川区

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ジェクシードの令
和４年１月１日から令和４年12月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の

記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 26 －
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
　リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
　断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
　いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
　ために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
　会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
　た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
　又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
　関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
　に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
　い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
　人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
　況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
　計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
　示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
　るかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。

－ 27 －
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報
告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、令和４年１月１日から令和４年12月31日までの第59期事業年度におけ
る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報
告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を
調査しました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各
取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びそ
の理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について
検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方
に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行
規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主
共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とす
るものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人フロンティア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和５年２月21日
株式会社ジェクシード　監査等委員会

監 査 等 委 員 寺 尾 　 潔 ㊞

監 査 等 委 員 大 澤 　 健 太 郎 ㊞

監 査 等 委 員 陸 　 敏 ㊞

（注）監査等委員寺尾潔、大澤健太郎、陸敏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であり
ます。

以　上

以　上
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定款変更議案

＜当社の指定する議決権行使サイトのご案内＞

https://gexeed.premium-yutaiclub.jp/

電子議決権行使に関するご注意事項

　当社は、経済産業省が主導する株主総会プロセスの電子化促進等への取り組み

として、書面による議決権行使の他にインターネット専用の議決権行使サイトを

ご用意いたしております。インターネットにより議決権を行使される場合は、以

下の事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

＜電子議決権行使に関するご注意事項＞

1.議決権行使サイトのご案内

　インターネットにより議決権行使をされる場合は、ジェクシード・プレミアム

優待倶楽部への会員登録が必要となります。

議決権行使期限：令和５年３月29日（水曜日）午後５時30分入力完了分まで受け

付けいたします。

2.複数回にわたり議決権を行使された場合の議決権の取り扱い

・インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議

決権行使を有効のものとしてお取り扱いいたします。

・インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到

着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取

り扱いいたします。

3.議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主の皆様のご負担

となりますので、ご了承下さい。

システムに関するお問い合わせ

ジェクシード・プレミアム優待倶楽部 ヘルプデスク

0120-302-716　　受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
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定款変更議案

現行定款 変更案

（商号）

第1条 （条文省略）

（目的）

第2条

1号～29号（条文省略）

（新　　設）

30号 前各号に附帯する一切の業務

第3条～第42条 （条文省略）

（商号）

第1条 （現行どおり）

（目的）

第2条

1号～29号 （現行どおり）

30号 クリーンエネルギーを利用する各種車

両の企画、製造、販売、リース及び輸出入

並びにその付帯設備、関連機器の企画、製

造、販売、リース、設置及び保守管理

31号 前各号に附帯する一切の業務

第3条～第42条 （現行どおり）

株主総会参考書類

第１号議案　定款の一部変更の件

１．提案の理由

　当社の今後の事業領域の拡大または事業内容の多様化に対応するため、現

行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰

り下げを行うものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 32 －
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取締役選任の議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

<新任>
1

いま

今
い

井

 

　
とし

俊
お

夫
(昭和37年９月26日)

昭和61年４月 株式会社ニッセイコム　入社
（システム部開発課主任）

昭和63年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社　入社　
（システム本部システム課長）

平成10年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社
（GB事業部流通営業部長）

平成16年８月 フューチャーアーキテクト株式会社
入社（流通事業部営業部長）

平成19年３月 コムテック株式会社 入社
　　　　　　　　（執行役員 マーケティング・サポー

ト事業本部長）
平成25年11月 株式会社イグアス　入社
　　　　　　　　（新規事業本部長）
平成29年１月 タクトシステムズ株式会社 入社
　　　　　　　　（執行役員　営業部長）
令和３年７月　 当社入社
　　　　　　　　専務執行役員　営業本部長（現任）

－株

＜取締役候補者の選任理由＞
今井俊夫氏は、これまで、複数の国内ＩＴ企業での豊富な経験を有しており、当社の構造改
革の中心的な立場として携わって参りました。IT業界における豊富な経験・見識・人脈を当
社の経営に直接活かし、当社の成長を実現していただくことを期待 し、当社の業務執行取締
役としての選任をお願いします。

<新任>
2

そう

曹

 

　
えき

亦
ぜん

然
(昭和60年７月24日)

平成22年９月 上海森葉法律事務所 入所
平成24年９月 King & Wood Mallesons 法律事務所 入

所
平成25年４月 東瑞盛世利（上海）商業保理有限公司
　　　　　　　　入社（法務部長）
平成26年11月 聯蔚（上海）融資租賃有限公司 入社
　　　　　　　（代表取締役兼執行役員就任）
平成26年11月 中国地質鉱業（香港）有限公司 入社
　　　　　　　（副総裁兼コンプライアンス部総括部

長）
平成28年４月 邦信陽中建中匯法律事務所 入所（現

任）
令和５年２月 当社入社　執行役員（現任）

－株

＜取締役候補者の選任理由＞

曹亦然氏は、中国弁護士資格を有しアジア各国の法律に精通し、これまで金融・証券に関する

業務や大型企業買収等の経験・知見を有しております。これらの経験・知見や豊富な人脈を活

かし、当社の新規事業領域拡大に期待し、当社の業務執行取締役としての選任をお願いしま

す。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了とな
ります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんで
した。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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取締役選任の議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

3
しん

辛

 

　
ぜ

澤
(昭和40年３月21日)

平成25年６月 香港　BMI Hospitality Service 

Limited（現　GX PARTNERS CO., LIMITED）

代表取締役（現任）
平成27年11月 株式会社ランニング設立

代表取締役就任（現任）
令和３年６月 石垣食品株式会社　取締役（現任）
令和３年10月 当社　取締役（現任）

－株

＜取締役候補者の選任理由＞

辛澤氏は、投資事業による企業価値向上の実績が数多くあり、幅広い分野での豊富な経験・見

識・人脈を有しております。これらを引き続き当社の経営に活かし、企業買収面での新規事業

領域拡大に期待し、当社の業務執行取締役としての選任をお願いします。

4
まつ

松
だ

田

 

　
か

華
おり

織
(昭和53年６月18日)

平成17年６月 野村企業諮詢（上海）有限公司　入社
平成23年７月 復星集団　入社
平成27年３月 復星集団　東京執行首席代表
平成27年７月 復星マネジメント・ジャパン株式会社　

代表取締役
平成27年９月 株式会社イデラキャピタルマネジメン

ト　社外取締役
令和元年６月 上海金晨碧雲投資管理有限公司

顧問（現任）
令和２年９月 株式会社Not　取締役（現任）
令和３年10月 当社　社外取締役（現任）

－株

＜社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要＞
松田華織氏は、日本及び中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門性
を有しております。これらを引き続き当社の経営にいかしていただき、業務執行体制に対す
る助言・協力を期待し、当社の社外取締役としての選任をお願いします。

(注)１．辛澤氏は、当社の筆頭株主GX PARTNERS CO., LIMITEDの代表取締役であります。

２．今井俊夫氏、曹亦然氏、松田華織氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

３．松田華織氏は、社外取締役（かつ独立役員）候補者であります。

４．松田華織氏は、現在当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期

間は、本総会終結の時をもって１年５か月であります。

５．当社は、当社定款において、取締役（業務執行取締役又は支配人その他の使用人である

ものを除きます。）との間で会社法第423条第１項の賠償責任について一定の範囲に限

定する契約を締結できる旨を定めており、松田華織氏との間で会社法第427条第１項に

基づく責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契

約を継続する予定です。当該契約に基づく取締役の責任の限度額は、会社法第425条第

１項に定める最低責任限度額となります。

６．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること

になる株主代表訴訟、会社訴訟及び第三者訴訟の損害を当該保険契約により補填するこ

ととしております。候補者は、いずれも当該保険契約の被保険者に含められることとな

ります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区一ツ橋二丁目６番２号
日本教育会館　７階　７０７号会議室
電話　０３－３２３０－２８３１

6 A1 A6
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神保町駅九段下駅

竹橋駅

三菱UFJ銀行

すずらん通りさくら通り
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橋
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神
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橋
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学
校

靖国通り

共立女子学園

学術総合
　センター
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神保町交番★

中華

一ツ橋ビル

文具店

岩波
ホール

共立講堂

毎日新聞社 丸紅

首都高速

首
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高
速

学士会館

白
山
通
り

神保町交差点

駿河台下
交差点★

至  水道橋駅西口 至  水道橋駅東口 至  御茶ノ水駅

至  岩本町

至  神田

至  大手町至  北の丸公園

日
本
教
育
会
館

日
本
教
育
会
館

《交　通》
地下鉄　都営新宿線「神保町」駅　Ａ１出口　下車徒歩３分

都営三田線「神保町」駅　Ａ６出口　下車徒歩５分
東京メトロ半蔵門線「神保町」駅　Ａ１出口　下車徒歩３分
東京メトロ東西線「竹橋」駅　１ｂ北の丸公園側出口　下車徒歩５分
東京メトロ東西線「九段下」駅　６番出口　下車徒歩７分

ＪＲ線　総武線「水道橋」駅　西口出口　下車徒歩15分

なお、本会場には駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠
慮下さい。
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